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福
島
県
過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
条
例

条
文
新
旧
対
照
表

新

旧

目
次

目
次

前
文

前
文

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
に
関
す
る
基
本
施
策
（
第
七
条
―

第
二
章

過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
に
関
す
る
基
本
施
策
（
第
七
条
―

第
十
三
条
）

第
十
二
条
）

第
三
章

過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
に
関
す
る
施
策
の
推
進
（
第
十
四

第
三
章

過
疎
・
中
山
間
地
域
振
興
に
関
す
る
施
策
の
推
進
（
第
十
三

条
―
第
十
八
条
）

条
―
第
十
七
条
）

第
四
章

委
任
（
第
十
九
条
）

第
四
章

委
任
（
第
十
八
条
）

附
則

附
則

福
島
県
の
過
疎
・
中
山
間
地
域
は
、
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、
県

福
島
県
の
過
疎
・
中
山
間
地
域
は
、
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、
県

土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
、
災
害
の
防
止
等
の
多
面
的
か
つ
公
益
的
な

土
の
保
全
、
水
源
の
か
ん
養
、
災
害
の
防
止
等
の
多
面
的
か
つ
公
益
的
な

機
能
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
県
民
生
活
の
向
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た

機
能
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
県
民
生
活
の
向
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。

し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
豊
か
な
水
と
緑
が
織
り
な
す
美
し
い
景
観
と
、
そ
の
地
域

ま
た
、
そ
の
豊
か
な
水
と
緑
が
織
り
な
す
美
し
い
景
観
と
、
そ
の
地
域

が
有
す
る
特
色
あ
る
伝
統
文
化
は
、
本
県
の
貴
重
な
地
域
資
源
と
な
っ
て

が
有
す
る
特
色
あ
る
伝
統
文
化
は
、
本
県
の
貴
重
な
地
域
資
源
と
な
っ
て

い
る
。

い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
及
び
経
済
状
況
の
変
化
に
よ
る
少
子
高
齢
化
の

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
及
び
経
済
状
況
の
変
化
に
よ
る
少
子
高
齢
化
の

進
行
、
農
林
水
産
業
等
の
経
済
活
動
の
減
退
等
は
、
急
激
な
過
疎
化
を
招

進
行
、
農
林
水
産
業
等
の
経
済
活
動
の
減
退
等
は
、
急
激
な
過
疎
化
を
招

き
、
深
刻
な
担
い
手
不
足
、
集
落
機
能
の
低
下
、
耕
作
放
棄
地
の
増
大
、

き
、
深
刻
な
担
い
手
不
足
、
集
落
機
能
の
低
下
、
耕
作
放
棄
地
の
増
大
、

森
林
の
荒
廃
等
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

森
林
の
荒
廃
等
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
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日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電

所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
本
県
の
過
疎
・
中

山
間
地
域
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。

特
に
、
原
子
力
災
害
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
影
響
は
、
森
林
な
ど
の
自

然
環
境
、
食
料
や
水
な
ど
の
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
、
商
工
業
、
観
光

業
等
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
抱
え

る
課
題
を
更
に
深
刻
な
も
の
に
し
て
い
る
。

併
せ
て
、
近
年
、
豪
雨
災
害
な
ど
の
自
然
災
害
が
大
規
模
化
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
に
よ
り
本
県
の
過
疎
・
中
山
間
地
域
は
、
更
に
厳

し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
、
東
日
本
大
震
災
や
自
然
災
害
の
影
響
を
克
服

こ
う
し
た
状
況
の
下

し
、
本
県
の
過
疎
・
中
山
間
地
域
を
活
力
あ
る
地
域
と
し
て
再
生
し
、
ゆ

、
本
県
の
過
疎
・
中
山
間
地
域
を
活
力
あ
る
地
域
と
し
て
再
生
し
、
ゆ

と
り
と
豊
か
さ
の
実
感
で
き
る
生
活
を
実
現
す
る
こ
と
、
並
び
に
地
域
の

と
り
と
豊
か
さ
の
実
感
で
き
る
生
活
を
実
現
す
る
こ
と
、
並
び
に
地
域
の

豊
富
な
資
源
と
そ
こ
で
培
わ
れ
て
き
た
伝
統
及
び
文
化
を
生
か
し
た
魅
力

豊
富
な
資
源
と
そ
こ
で
培
わ
れ
て
き
た
伝
統
及
び
文
化
を
生
か
し
た
魅
力

と
個
性
の
あ
る
地
域
づ
く
り
を
図
る
こ
と
な
ど
、
本
県
の
過
疎
・
中
山
間

と
個
性
の
あ
る
地
域
づ
く
り
を
図
る
こ
と

地
域
の
復
興
再
生
に
向
け
た
重
点
的
な
施
策
を
迅
速
に
展
開
す
る
こ
と
が

が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
し
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
し
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め

に
は
、
県
民
一
人
一
人
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
美
し
い
ふ
る

に
は
、
県
民
一
人
一
人
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
美
し
い
ふ
る

さ
と
に
誇
り
を
持
つ
と
と
も
に
、
そ
の
豊
か
な
恵
み
を
守
り
育
て
て
い
く

さ
と
に
誇
り
を
持
つ
と
と
も
に
、
そ
の
豊
か
な
恵
み
を
守
り
育
て
て
い
く

こ
と
の
大
切
さ
を
、
共
通
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。

こ
と
の
大
切
さ
を
、
共
通
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
課
題
の
解
決

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
の
課
題
の
解
決

に
向
け
た
方
策
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
有
す
る

に
向
け
た
方
策
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
有
す
る

貴
重
な
資
源
と
重
要
な
機
能
を
将
来
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
、
こ
の
条
例
を

貴
重
な
資
源
と
重
要
な
機
能
を
将
来
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
、
こ
の
条
例
を

制
定
す
る
。

制
定
す
る
。

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
三
条

〔
略
〕

第
三
条

〔
略
〕

２
～
５

〔
略
〕

２
～
５

〔
略
〕
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６

過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
い
て
は
、
前
各
項
に
掲
げ
る
も
の
に
加

え
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
及
び
影
響
を
克
服
す
る
た
め
の
取
組

に
よ
る
地
域
づ
く
り
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
実
現
等
）

（
持
続
可
能
な
地
域
社
会
の
実
現
等
）

第
十
一
条

県
は
、
持
続
可
能
で
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で

第
十
一
条

県
は
、
持
続
可
能
で
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
い

き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
い

て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
開
発
へ
の
取
組
そ
の
他
資
源
の
有

て
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
研
究
開
発
へ
の
取
組
そ
の
他
資
源
の
有

効
活
用
の
促
進
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地
域
特
有
の
資
源
の
供
給
、

効
活
用
の
促
進
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地
域
特
有
の
資
源
の
供
給
、

豊
か
な
自
然
環
境
及
び
景
観
の
保
全
等
過
疎
・
中
山
間
地
域
が
有
す
る

豊
か
な
自
然
環
境
及
び
景
観
の
保
全
等
過
疎
・
中
山
間
地
域
が
有
す
る

機
能
の
維
持
増
進
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

機
能
の
維
持
増
進
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

〔
略
〕

２

〔
略
〕

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
等
の
克
服
）

第
十
二
条

県
は
、
過
疎
・
中
山
間
地
域
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
迅
速
な
復
旧
、
復
興
を
図
る
た
め
、
生
活
基
盤
の
整
備
、
豊
か
な
自

然
環
境
の
回
復
、
地
域
社
会
の
維
持
・
再
生
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
に
と

ら
わ
れ
な
い
大
胆
な
発
想
に
基
づ
く
産
業
の
創
出
そ
の
他
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
措
置
）

（
そ
の
他
の
措
置
）

第
十
三
条

〔
略
〕

第
十
二
条

〔
略
〕

（
地
域
づ
く
り
計
画
の
策
定
）

（
地
域
づ
く
り
計
画
の
策
定
）

第
十
四
条

〔
略
〕

第
十
三
条

〔
略
〕

（
集
落
等
に
対
す
る
支
援
）

（
集
落
等
に
対
す
る
支
援
）

第
十
五
条

〔
略
〕

第
十
四
条

〔
略
〕
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（
推
進
体
制
の
整
備
）

（
推
進
体
制
の
整
備
）

第
十
六
条

〔
略
〕

第
十
五
条

〔
略
〕

（
財
政
上
の
措
置
）

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
七
条

〔
略
〕

第
十
六
条

〔
略
〕

（
年
次
報
告
）

（
年
次
報
告
）

第
十
八
条

〔
略
〕

第
十
七
条

〔
略
〕

第
十
九
条

〔
略
〕

第
十
八
条

〔
略
〕

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


